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　今回、第三者評価事業の訪問調査を受け、職員各自が改めて施設での取り組みを
見つめ直し、確認し合う機会となりました。また、客観的に本園の取り組みを評価
していただき、その反省点に気付かされ、今後に向けての目標とすべき道筋が見え
てきたように思います。今回の評価を真摯に受けとめて改善に取り組み、子どもた
ちにとってよりよい施設となるよう努めていきたいと思います。
　また、第三者評価を実施することで、職員の気付きによる改善・自己研鑽の為の
みならず、こうした評価結果を公のものにする事で、児童養護施設の実態や取り組
み、社会的役割を社会に認識し、理解していただくよい機会になるのではないかと
思います。

・子どもたちが退園した後、自立した生活を営めるよう家庭的な雰囲気の中で養護
　が実施されることを期待する。
・Plan（計画）、Do（行動）、Check（確認）、Action（改善・処置）のＰＤＣＡ
　管理サイクルを徹底し、一層の業務並びにサービスの質の向上が図られること
　を期待する。

施設長氏名：

平成２５年６月１１日（火）～１２月１１日（水）

T　 E　 L ：

・若松学園は、事業開始から６０年以上経過した現在でも創始者理念を大切にし施
　設長が適切なリーダーシップを発揮している。
・複数の職員が関わる仕組みを取り入れ、情報の共有や職員間の相談体制が確立
　している他、臨床心理士や看護師も協力し施設全体で子どもたちへの養護を実施
　している。
・近隣の高齢者・障害者施設と連携し緊急時の応援体制を整備している。
・施設独自に設置したサービス点検に関する委員会を定期的に開催するなど、施設
　運営に外部の意見も取り入れている。


